農地法第４条・５条届出に係る添付書類　
＊受付期間　　随時

　　　　　　　　市街化区域内の農地転用は届出で済みます（届出から受理通知まで約１０日間）
	審　査
	担　当

	
	

	　　　　　　　　

適　用　法

添付内容

☆は、場合により添付
	４　条　届　出

（自己の農地を転用する場合）
	５　条　届　出
（他者の農地を転用して権利を取得する場合）

	
	部数
	有　無
	備考
	部数
	有　無
	備
考

	１
	届出書
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	

	２
	土地の登記事項証明書（６ヶ月以内）

法務局で取得又は登記情報提供サービス（照会番号記載のもの）

※渡人が死亡されている場合は相続登記完了後に届出ください
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	

	３
	位置図（1/10000・1/2500）
届出地の位置がわかる図。
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	

	４
	公図
法務局で取得又は登記情報提供サービス
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	

	５
	確認書（土地所在地農業委員、補助員）
提出書類全てが揃った時点で、届出地を担当する補助員→農業委員の順番で確認署名をしてもらう。
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	

	６
	誓約書（転用用途誓約）
転用目的以外で転用しない旨の誓約書。
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	

	７
	土地利用計画図（造成、配置、排水、計画平面、立面、縦横断面図等、写真）転用目的の計画図面。
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	

	８
	隣地関係図（隣接所有者、耕作者、地目等明示）

届出地の隣地に農地があるかどうかを確認するための図面。
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	

	☆
	改良区証明書等（びわこ揚水、西部、島、

岡山、水茎、大中の湖他）届出地が改良区内であるかどうかを確認後、改良区の証明が必要。
	(１)
	有・無（要・不要）
	
	(１)
	有・無（要・不要）
	

	☆
	周辺農地における営農への被害防除に関する
説明書
上記８で隣接者等を確認して記入。
	(１)
	有・無（要・不要）
	
	(１)
	有・無（要・不要）
	

	☆
	住民票（市外者、登記簿住所異なるとき）

届出者が市外者の場合や、現住所と登記簿住所が異なる場合に、同一人物かどうかを確認するために必要。住登外登録にも必要なため。
	(１)
	有・無（要・不要）
	
	(１)
	有・無（要・不要）
	

	☆
	合意解約書（小作地：地主と小作人）

届出者が小作（利用権設定ができている場合、農地法第１８条６項による合意解約書が必要）→転用前に小作権を解除。
	(１)
	有・無（要・不要）
	
	(１)
	有・無（要・不要）
	

	☆
	他法令許可写（開発、小規模開発等：同時許可）

開発許可案件で５条の場合のみ、同時許可。
	(１)
	有・無（要・不要）
	
	(１)
	有・無（要・不要）
	

	☆
	顛末書・届出地の写真（現況非農地の場合）
届出地が現況非農地の場合に顛末書が必要。
	(１)
	有・無（要・不要）
	
	(１)
	有・無（要・不要）
	

	☆
	法人関係書類(登記事項証明書若しくは定款又は寄付行為写のいずれか１つ）
届出者が法人である場合に必要。
	(１)
	有・無（要・不要）
	
	(１)
	有・無（要・不要）
	

	☆
	契約書写等（賃貸、使用貸借、確定判決等）

届出地が賃貸、使用貸借、判決等によって権利設定する場合（ただし、届出の場合ほとんど不必要）。
	(１)
	有・無（要・不要）
	
	(１)
	有・無（要・不要）
	

	＊その他、必要と認められる書類

	
	同意書（個人情報保護法関係）
届出書類一式に係る個人情報は、農地法や関係法令、関係機関には情報提供させていただく旨の同意書。
	１
	有・無（要・不要）
	
	１
	有・無（要・不要）
	


